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健康を実感できる

「安全で健やかなまちづくり」

■

今私たちのまわりでは、地球的規

模での環境問題の解決が国際的な課

題となるとともに、身近な環境にお

いても自然環境の積極的な保全や快

適な環境の創造などが強く求められ

てきています。

こうしたなか、公害防止対策も従

来の枠にとらわれず、広く環境全般

を考えながら施策を展開しています。

公害防止対策の啓発

公害防止対策を円胤こ進めていく

ためには、工場・事業場はもちろん

市民の皆様のご理解とご協力が必要

ですO　そこで、公害防止に関するビ

デオやパンフレット、または各種イ

ベントなどを通しての啓発活動を積

極的に進めています。特に、下ノ恒亘

処理区域外の地域については、生活

排水対策が重要になります。そこで、

井芹川上流域では生活排水対策重点

地域に指定されたことに伴い、生活

排水対策推進計画を策定し、計画書

に基づいた活動を進めていきます。

また、坪井川上流域では生活雑排水

対策推進委員制度を設け、この推進

委員の皆様を中心に流域住民への啓

発活動を通じて′口舌排水対策の実践

を図っていますO

公害防止対策の推進

公害防止対策の基本は、その未然

防止ですo　そこで、工場・事業場建

設時における事前指導の徹底や公害

防止施設資金融資制度の活用などを

適した未然防止対策を進めています。

既存の工場・事業場に対しては公害

防止施設の管理や有害物質の使用な

どに関する管理体制を指導していま

す。

環境汚染監視体制の強化

市民の菅様の健康と密接に結びつ

いている大気や水質などの状況を迅

速、的確に把捉するため、大気測定

局の整備・拡充や水質汚濁、騒音な

どの公害の監視体制の充実を図1上

市民が安全で快適に過ごせる生活環

境の保全に努めています。

生活衛生

近年、生活様式の変化、多様化、

国際化のなかで、市民がゆとりと潤

いに満ちた、真に豊かさを実感でき

るような、社会の実現が望まれてい

iJl

このような状況の中で、市民の日

常生活に密接に関係する衣食住の全

般にわたって安全で快適な牛活を確

保するため、食品流通の広域化、輸

入食品の増加、ビルの高層化や大型

化などに対応して、食品衛生・環境

衛生の検査監視体制の充実や営業者

指導の徹底、消費者に対する衛生思

想の普及啓発につとめています,。

・方、環境衛生事業所では、地域

剛本の活動と連携して、防疫、ねず
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を行い、清潔な環境づくりを進める

とともに環境の美化に努め、健康な

市民生活を支える快適な環境づくり

の一翼を担っていますo

墓地・斎場

本市は、 7ヵ所の市営墓地(園)と

納骨堂1ヵ所を管理し、永眠された

祖先の安住の地として市民に利用さ

れています。

また、斎場は、火葬炉14基と広い

待合室を設け、人牛の終えんを飾る

にふさわしし、施設として、明るくク

リーンなイメージでの運営につとめ

ていますC
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住み慣れた地域で、家族や近隣の

人々とのふれあいに包まれて暮らせ

る社会の実現は、誰 もが願うところ

です。

手助けを要する高齢 者や障害者も、

家庭や地域で社会の 一員として暮ら

していけるよう、周囲の人々や組織

による地域連帯感に根ざした取 り組

みを積極的に支援するなど、地域福

祉の増進に努めています。

地域福祉コミュニティセンター

地域住民主体による福祉活動を支

援するとともに、交流活動など各種

地域づくり活動の振興に資するため

その拠点施設として整備レ ているも

のです。昨年までに16 ヵ所のセンタ

ーがオーブIンしておI八　今後 も地域

福祉活動の向JI を図るため施設整備

を進めていくr･定です。

犲熊本市福祉公社ヒューマンライフ

増人する在宅福祉ニーズに対応す

るため。市民の参加と協力を得て、
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家事や介護などのホームヘルプサー

ビスを中心に、情報の照会・相談な

どのサービスを提供します。

在宅福祉センター

在宅の虚弱老人や心身障害者およ

びその家族の方々のために、デイサ

ービ スやホームヘルプサービス、在

宅介護に関する相談など在宅 介護の

総合的な福祉サービスを提供すると

ともに、地域住民による福祉活動や

交流活動を支援するための拠点施設

=となるもので、現在レ 南部地区と東

部地区に開設しており、中央地区に

も計画中です。

社会福祉協議会

地域住民の釛け合いレ 支え介いの

精神に根ざした地域福祉推進の拠点

となっています。「いきい き市民福

蜀･’”
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i 今

祉基金」を設置し、地域福祉活動を

支援・促進する様々な組織、団体な

どに対して助成等を行います。また、

「ボランティア保険」を導入し安心し

てボランティア活動ができるよう支

援しています。

このほか、ひとり暮らし老人等の

家庭に、心のこもった手作りの食事

を届ける「ふれあいランチ」の助成、

あるいは悩みご と、心配ごとの相談

に応じ。適切な助言や情報の提供を

行う「熊本市ふれあい福祉総合相談

所」の設置など、地域福祉のための

各種事業を展開しています。
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これからの高齢社会を市民の皆さ

んが安心して乍活することができる

豊かな長寿社会にしていくため、 ドヽ

成６年２月に策定しました「老人保

健福祉計叫|」に則り、そこで定めた

目標をめざしていろいろな事業を推

進しています。
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健康体操を 楽し む利用者（酋望 デイサービ スセンタソ こて）

脊 Xjjij

｜

7? ゛゙ ＝゙ ～r-I ・

・ 位 置 図

１　桜ヶ丘寿徳苑
２ 天望庵　　　　　　ｇ

３ 博寿園
４ コスモピア熊本

５ 東部在宅福祉センター

６ 清雅苑
フ リデルボー厶

Ｂ ユーカリ苑
９ 慈愛園パウラスホーム

IC 九州記念病院
囗　湧心苑
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●在宅介護支援セ ンター

▲ デイサービスセ ンター

くわの み荘

南楓 苑

シル バー日 吉

み ゆき 應

南部 在宅 福祉センタ ー

齊 翔苑

三和 荘

長 の里ｲｻｰ ﾋﾟｽｾﾝﾀ･ﾅ

天寿園

リ バーサイド 熊本

西里ディ サービ スセンター

きくな ん，

壮心

博宣

パンプキンハウス

コスモス･ファミリー熊本

秋津ディ サービスセンター
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たくさんの 作品が出展さ れまし た（第1 回 シルバー文化作品展j
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●在宅生活の支援

寝たきりや痴呆など介護を要する

ようになった高齢者が住み慣れた地

域で暮らすことができるような施策

を特に重視しています。デ'イサービ

スセンター、地域での身近な相談窓

【】である在宅介護支援センターを増

設し、在宅介護支援センターへの設

置を中心としてホームヘルパーも増

員しました。シ ニj一ト スティ( 老｡入

ホームへの短期間の入所) や[l 常生

活用 具給付の利 用 も増 加していま

す。

家庭での生活が困難になった方に

は。養護老人ホーム、特別養護老人

ホームへの入所の相談をお受けして

います。

●生きがいづくりの支援

老人福祉センターや生きがい作業

所、老人農園の運営。 スポーツ大会

やジルバ十文化作品展の開催などを

通して、高齢者がいつ まで も健康で

いきいきとした生活ができるようお

手伝いをしています。

また、老人クラブ活動へも支援を

行い、虚弱や一一人暮らしの高齢名'を

高齢者が支える｢ ふれあいアンドヘ

ルプ事業｣ も推進しています。
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心身障害者福祉

身体障害者及び精神薄弱者福祉は、

心身に障害を持つ人々のF]立と社会

経済活動-の参加を図ることを目的

とL、当該障害者の更生を援助し、

また必要な保護を行うなど、福祉ニ

-ズに応えるための福祉サ-ビスの

新たなる展開に努めています。

21虻紀を展望した、新熊本構想の

「いきいきとした市民福祉都市」の

実mに向け、基本計画を具体化する

事業を進めていますO

身体障害者福祉

1.在宅福祉サ-ビス

(1)障害者の日常生活の援助のた

めに、補装具及び日常生活用具

給付等事業を実施するとともに、

在宅生活を営むためのホーム-

ルパーの派遣、入浴サービス事

業等の1-・屑の拡充を行っていま

-f

(2)障害者の社会参加・社会活動

を促進するため、心身障害者福

祉タクシー及び特別回数券の交

付事業のほか、障害者デイサー

ビス事業の拡充のため、福祉セ

ンター「希望荘」に隣接して、

・蝣-J二I-J-、iv..;一'し- ・!-`∴日.t言

値を備えた「希望荘デイサービ

スセンター」を開設し、障害者

の生きがいを高めるよう努めて

SSI

また、障害別には、手話通訳

者の設置及び手話奉仕員の派遣、

ガイドヘルパーの派遣、自動車

運転免許取得助戊及び自動車改

造費の助戊事業の充実に努めて

いまr,.

(3)障害者か社会的に日立するた

めの活動を支援するために、障

害者剛本及び小規模作業所等へ

の助成を行い、就労等の各種相

談については、 「希望荘」で専門

相談員による助言を行っていま

す。

(4)その他障害者住宅整備資金貸

付事業、重度障害者のための特

別障害者手当等の給付、更生の

ために必要な更生医療嚢の給付

事業等を実施しています。

2.施設福祉サービス

社会的更生を果たすため、さま

ざまな指導・訓練を必要とする身

体障害者に対しては、身体障害者

更生援護施設等への入所措置を行

っています。

精神薄弱者福祉

1.在宅福祉サービス

・、-ト　　」'., ii,;,-、=r= !・:

助として、ホ-ム-ルパ-の派遣、

特別障害者手当等の給付、特別児

童扶養手当等の給付、重度心身障

害(忠)者の医療費助成のほか、心

身障害者福祉タクシ-、特別回数

券の交付、優待証の交付等を行っ

ていますD

2_　施設福祉サービス

精神薄弱者が在宅での′[三活を基

本としながら専門的訓練・指導等

を受けられるように、精神薄弱者

適所更生施設「はなぞの学苑」、

「平成学風」を設置し、生活指導・

訓練体制の一層の強化に努め、特

に「平成学園」には短期宿泊訓練

施設を併設し、短期保護等の広範

Ii　　　　　　　　∴　I,I　一.

精神薄弱者の能力に応じ更生施

設、授産施設等への入所措置を実

施することにより、社会的更生を

ttimkMA.mw

倍H30H

障害者の多様な福祉ニーズに応え、

・蝣・/蝣蝣蝣:. ' V.'v: 'i∴t .I

るため、福祉総合相談課で行なう尊

P明日談員による相談業務及び医学的

検診等と密接な連携を保ちながら、

その更生援護に努めています。

障害者とI-一般市民のふれあいの場

として、 「希望荘夏まつり」、心身障

害者スポーツの振興と健康増進のた

め、家族を含めた「心身障害者大運

動会」を実施しています。
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21世紀を担うすべての子どもたち

が、明るく健やかに成長することを

願い、全国に先駆けて熊木市民「こ

ども憲章」を制定しました。また、

子育て支援や健全育成活動を行って

いる団体などに「エンゼル基金」で

助成を行い、児童福祉の允実・向上

に努めていますO

また、母子及び寡婦福祉法の理念

に基づき、母子家庭及び寡婦の生活

の安定.向上及び福祉の増進を図る

ことを目的として、児童扶養手当の

支給、母子家庭に対する医療費の助

成などの施策を実施していますO

保育所

仕事・出産・病気等で丁どものE]

々の保育が充分にできない保護者の

ために、 129ヵ所の保育所がありま

す。ここでは、集団生活、遊びなど

を通して、心身ともに健やかな子ど

もに育つよう保育内容の充実、 IE・L上

に努めています。

このほか、乳児保育、障害児保育、

延長保育などにも力を入れています。

また、一時的保育事業や地域子育て

支援センター事業も行っています。

児童館

市内に9ヵ所の児童館があります。

ここでは;ノ集同で遊ぶ機会が少なく

なった子どもたちのために遊び場を

設け、遊びの中から集団生活のルー

ルや楽Lさを教えていますO

母子寮

母子家庭の保護と経済自J仁のため

に2ヵ所の施設かあります。ここで

は家庭環境をよくし、子どもたちの

健やかな成長のため指導援助を行っ

ています。

母子福祉センター

母子家庭や寡婦の方々の明るい未

来と希望を育むため、各種の相談・

技術の習得講座・母と千の紳をより

強くするための自主事業等を積極的

に展開し、思いやりあふれる地域社

会づくりをめざして、母子福祉の一

段の向上に全力をあげています。

また、平成8年4月より母子相談

員を配置し、相談体制の強化を図っ

ていますo

助産施設

ri-"Vl・I III"蝣、i.'l'i'l卜　蝣'M・∴、I .'・

産婦のために、軽い負担で利用でき

る熊本産院があります。ここでは、

母親とその子どもの健康と安全管理

に努めています。

・増駄

水
遊
び
を
す
る
子
供
た
ち
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生活保護

`「∴M芯;<i,1iii'せ.'1、 .「i,rll桐1者　-i!こ

低限度の生活を保障し、併せて自立

の支援をすることを主な口的として

HSfl

f*サ; fr-i七の'主J..帆,<i i什帯^:¥W亡

は、受給什器が5,510世借、人員が

8,162人となっており保護率は年々

減少しています。

受給世借の状況を見ると、高齢者

1杜帯が2,708世帯、傷病障害者世帯

が2,026世昔、母子性器が432世帯と

> -:}>蝣} 、 Il.'脱硝11-If.一二J、I'i^ろ割

合が高くなっています。また、扶助

の種類から見ると、医療扶助の占め

ら,・蝣,蝣11,今がIl.': bI-J ∴　メ主;>wm、 fi t;

扶助と続いています。地区別では、

中央部で高齢者性器、傷病障害者世

帯が多く、周辺部で母子世帯が多く

なっていますC

福祉事務所では、複雑な社会情勢

を反映して多様化する保護什帯の問

題について、原因やその解決策を考

え、適切な援助に全ノJを尽くしてい

ます。

国民年金

国民年金制度は、昭和34年に発足

して以来、物価スライド制や基礎年

金制度の導入など、改善や充実を阿

りつつ公平で長期的な安定をE1指す

制度として、今口の制度へと発展し

てきました。また、平成6年度には

法律改iFが実施され、高齢作意加入

年齢の引き上げ、第3号被保険者の

待fSiJW.'K.i馴I".のIt..'蝣蝣i蝣Jj小い、、.1しまし

た。

平成6年度の国民年金受給者は、

66,778人、年金受給総額は334億円で、

老齢給付の割合が最も高く、ついで

障害、遺族給付の順となっていますo

市では、豊かな市民生活、特に老

後の生活の基盤となる年金権を、す

べての市民が確保できるよう、幅広

い広報活動を行うほか、職員、国民

年金委員、国民年金推進員による戸

別訪問等も実施し、制度の普及と保

■年会受給者の種類(平成6年度)

険料収納の強化に努めています。

国民健康保険

地域の医療保険として、昭和34年

に発足した凶民健康保険は、長年に

わたり市民の健康保持と増進に大き

な役割を果たしてきました。

現在の加入者は、八日の約30%に

あたる189,101人(平成7年3月末)

で、その多くは農業・自営業・年金

受給者の方々です0　--方、近年の高

齢化の進展、医療費の増高等により

国保財政は依然厳しい状況にありま

す。

この状況を乗りwるために、保険

料収納率向上対策や関東額の適正化

を進める一方、人間トソクの助成等

疾病予防対策事業にも取り組んでい

ます。

また、保健・医療・福祉の各分野

と連携を取りながら総合的な同比健

康保険事業の運営を図る努力をして

いきますO
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豊かな人間関係を保つ

「心のかようまちづくり」
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出水小学校児童による

江津湖の清掃活動

21陛紀を的確に展望し、心豊かな

人情味あふれるまちづくりをめざす

本市は、愛情と信頼に基づく教育の

実践を推進しています。学校教育は、

「生涯にわたる人間形成の基礎とし

て必要な資質を培うため、豊かな心

と確かを学力、たくましい体を育て

ること」 「わが国の文化や伝統

についての理解を深め

るとともに、国際

社会において協

詞しなから行

動できる資

質の育成を

図ること」

這-一一　をめざしま

す。

○心豊かな

人づくり

の推進

徳・知・

体の調和ある

人間形成のため、

道徳教育の充実や生徒指導の徹底な

どの推進を図っていますO特に「心

I:'I '.・~.-;.-i'・! .Ill'"　　　主　「.-

トフル)」では、学校行事を核にした

体壌活動を行い、心豊かな子どもの

育成と家庭や地域社会に開かれた学

校づくりをめざしますO

また、全教育活動におし-て同和教

育の視点に立ち、人権尊重の精神を

基にして部落差別をはじめあらゆる

差別やいじめをなくしていく意欲と

実践力を育てます。

○基礎学力の充実と個性の伸長

自ら学ぶ意欲や思考力・判断力・

表現力・創造力などの育成と個性の

伸長を大切にして推進します。

校内研究・教科等授業研究会・学

校訪問・教育センター研修・派遣研

修等で、 T ・ Tなどの指導法や支援

のあり方また評価法の工夫改善に取

り組み、指導力を高め、個性重視の

教育をより一層図っていきます。

○国際理解教育の推進

国際化の進展にともなし、、次代に

生きる日本人として、日本の文化を

理解すると共に、外国の人々の生活

や文化の違いを正しく埋解し尊重す

る態度や実践力を養います。

国際理解教育実践校での研究開発

と共に外国人との交流を行ったり、

英語指導助手の先生を招いての交流

活動をしたりする中で、楽しく使え

る英語学習や異文化理解を展開しま
す。

○環境教育の推進

環境問題に関心をもち、環境保全

に参加する態度と環境問題解決のた

めの能力を育成します。

環境に関わる体験的な学習を推進

し、みどりの教育・勤労教育・ボラ

ンティア活動などを進めます。また、

PTA　地域との連携のもとリサイ

クル活動などの推進も図ります。

○健康教育の推進

今日、心身の健康の保持増進を図

るために必要な知識及び態度の習得

に関する健康教育がますます重要に

なってきていますO生涯を通じて健

康で安全な生活を送るたJd)の基礎を

培うため、特に、学校体育・学校保

健・学校安全・学校給食の各分野に

おいて互いに連携を図りながら教育

の充実を展開しますo教育センター

では、不登校などの教育相談活動も
充実します。

■在学者の推移(幼・小・中塙)
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ゆとりとうるおいのある教育環境づくり

徳・知・体の人間形成には、ゆとり

とうるおいのある教育環境が必要です。

rfjでは、安全で豊かな教育環境づ

くりを進めるために、校舎の改造や

ナJf　川Ll ~~ -一寸　　　　叫…環扉璃瑠璃酵喝爾野師軌純碗瓦品巌蘭iifcaofci?-'-!..'壬・Hl与軌・- ′福音ぐ　こ洩:欄&」蝣節こ訂

Ej岩乗小学校

増改築をはじめ、学習指導方法の多

様化に対応できる施設の整備、教育

の適正化を図るための過大規模校の

分離新設、体力向上を図るための体

育施設の整備拡充、文化性を取り入

れたふれあいの場づくりなど、毎年

計画的に質的整備を進めています。

平成7年度には、近見町に「日吉

東小学校」が開校し、また、 -'・蝣成5

年度より進めてきました慶徳小学校

の全面改築工事が完了しました。

慶徳小学校は、狭い敷地を有効に

i占用するため、校舎・体育館・プー

ルを-体化させた5階建ての複合施

設としました0

5階に設置したブールは、県内の

小・中学校では初めて、電動開閉式

の屋根と水深を自由に調節できる移

動床を採用し、冬場にはプールの床

を上昇させ、多目的ホ-ルとしても

利用出来るよう、子どもたちの遊び

の空間の拡大を図りましたO

また、小学校の特殊教育の拠点校

として、 4階に障害児学級のセンタ

ー的機能を整備するとともに、利用

者の利便性を考慮し、エレベーター

を設置しました。

さらに、近年の環境問題に対応し、

校合等の屋根に降った雨水をトイレ

の洗浄水として再利用する中水道方

式を取り入れ、地卜水保全に寄与す

る施設としています。

また、学校の顔であるJT門及びそ

の周辺付近の整備も実施しており、

都市景観と合致した線豊かな教育環

境づくりを進めています。

心身共に健全な児童生徒を育成す

るために、今後もゆとりとうるおい

のある教育環境づくりを推進してい

a=sa

3g
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「心のかようまちづくり」
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生涯学習の推進

市民の学習意欲が年々高まる中で、

本市では年間延べ約42万人の方々が、

公立公民館等において生涯学習に取

り組んでいます。また、貸館等の利

用者を含めると延べ約62万人に達し

mm

本格的な生涯学習社会の到来する

中で、社会の変化や市民のニーズに

的確に対応する生涯学習の総合的・

効果的な推進を図るため、平成4年

8月、熊本市生涯教育基本調査委員

会から「熊本市における生涯教育推

進方策」について3項目にわたり提

言を受けました。

この提言をふまえ、本市が先に策

定した21位妃を展望した「基本構想」

「基本計画」における生涯学習の諸

施策について取り組んでいます。

図書館

図書館は、 62万冊余の図書資料の

貸出、読書相談のほか、図書展、本

の読み聞かせや紙芝居、読書啓発の

ための郷土史をはじめとする講演会、

視聴覚ライブラリーの市民映画の会、

子供映画の会等の催しを行ってし、ま

す。

また、図書館は、移動図書館、分

館機能を有する9ヵ所の公民館図書

室と共に本市の図書サ-ビスネット

ワークを形成し、多数の市民に利用

されています。

なお、高度化、多様化した市民の

読書需要にこたえ、 21位紀を展望し

た生涯学習の基幹施設として、更に、

旧飽託郡四町との合併による新熊本

市に相応した新図書館の建設につい

て、基本計画を策定中です。

公民館

専用施設の中央公民館と各地域に

複合施設として、西部、南部、東部、

龍田、託麻、幸田、清水、秋津、大

江、花園、北部、飽田、五福公民館

の合わせて14の公立公民館があり、

また北部公民館に北部東、西里の2

つの分館があります。

このほか、市民の身近な生涯学習

の場である地域公民館(公民館類似

施設)が408館あり、それぞれ地域

の特色を生かした様々な活動を展開

しています。

博物館

熊本城三の丸地区にある博物館は、

自然・人文・理工科学関係資料約

5,000点を展示し、これに最新のプ

ラネタリウムを併設した県内唯一の

総合博物館ですO

また、資料収集・調査等を行うと

ともに教育普及活動として「考古学

講座」をはじめとする各種学習講座

の開設、特別展示会を開催するなど

多くの人々に利用されています。

平成7年度は「天才・科学者レオ

ナルド・ダピンチ展」の特別展を開

催し好評を得ました。

人権啓発

わたしたちはだれもが、 「幸せに生

きか、」という願いをもっています。

日本国憲法も、すべての国民は生ま

れながらに、生命・自由及び幸福追

求に対する権利を有し法のもとに平

等であることを保障しています。

しかし、今日なお、部落差別をは

じめ、障害者差別・性差別・外国人

差別さらには子どもの人権の軽視な

ど、 I-日も早く解決しなければなら

ない人権問題が存在しています。

なかでも、部落差別は日本社会の

歴史的発展の過程においてつくりだ

された不令哩な差別です。結婚など

をめぐっては、今なお根弓釦一差別が

あり、深刻な問題です。

本市では、これらの解決は行政の

責務であり、かつ市民一人一人の課

題であると受けとめ、差別の解消と

人権の確立に向けて積極的に取り組

んでいますO

具体的には、市民一人一人が「美

しいものを美しいと判る心」「人のい

たみを自分のものとして受けとめら

れる心」 「個性を認め人権を尊重する

心や態度」などを身につけ、それら

を口常牛活において生き方として実

践できるよう、研修会や講演会の開

催、啓発資料の作成、さらには市政

だよりの発行等をとおして、市民生

活のさまざまな場を活用した教育・

啓発に力をいれています。

21世紀を抑う青少年が心身ともに

健やかに育つよう、家庭・地域社会

・学校が連携を取りながら、一体と

なって取り組む必要があります。

1.健全育成活動の推進

家庭教育の充実を図るため青少年

健全育成活動の活性化や青少年団体

の育成に力を入れ、指導者の充実と

リーダーの養成に努めますO　放課後

に保護を受けられない児童のための

d誠も

-J 、

児童育成クラブの開設、青少年補導

センターやヤングテレホンの充実と

健全育成環境づくりに積極的に取り

組んでいます。

2.青少年施設の整備充実と交流の推進

「金峰山少年自然の家」、阿蘇大観

峰の麓にある「青少年野外活動セン

ター」、出水2丁目に「総合体育館・

青年会館」、新町2丁目にチビもたち

が遊び・学び・集う機能を通しなが

ら自主性や創造性、豊かな感性や思

いやりの心を養うことのできる「チ

ビも文化会館」が開館しています。

また、桂林市やサンアントニオ市、

-イデルベルク市の友好姉妹都市と

の青少年相互交流、交換留学、文化

スポーツ交流、さらに中南九州各市

に中学生訪問団の派遣、中南九州都

市中学年交流大会-の参加など国際

・国内交流にも力を入れています。

子ども文化会館における親子活動

モ　書



豊かな人間関係を保つ
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市制100周年記念人づくり基金制度

熊本市では、平成元年の市制施行　　寄せられた多額の浄

100周年を記念して、市民各層から　　財とふるさと創生資

豊かな人間関係を保つ

「心のかようまちづくり」
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平成7年度人づくり基金ジョイントjンサート

金をもとに「熊本市制10O周年記念

人づくり基金」を創設しました。

この人づくり基金は、来るべき21

世紀に向けて、熊本rfiが更に飛躍・

発展するために、様々な分野におい

て指導者として活躍する、且際感覚

を備えた創造性豊かな人材を育成す

ることを目的とし、

-　　1環境の保全と創造

o I蝣-1際交流

3　社会福祉

4　伝承文化の継承

5　その他

の各分野に積極的に貢献する個人・

団体を対象に、平成3年度から毎年

2L叫(前期2月、後期8月)の募集

を行い、研修・研究活動等への援助

を実施しています。

平成7年度には前後期合わせて19

「・・・、: ・さ　　∴　　、　　・I.¥",-

選定委員会における審議の結果、 10

件の個人の方々が援助及び褒賞を受

けられ、様々な研修・研究活動を子r

いました。

これまで87件の熱意ある個人・団

体の方々が援助を受けられ,それぞ

J'*.蝣:∴'.∴JUNl　㍉ ・∴・-*・"III'
本のため、素晴らしし、活躍をされて

います。

ウベ=・カイスラー氏に従いレッスン風買

(ドイツ・ケルン市において、給付の研修)
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私たちのくらしは今、大きく変わ

ろうとしています。国際化、規制緩

和そして急速な円高などを背景に企

業間の自由競争が一層進み、私たち

のまわりには様々な商品やサービス

が多様な価格で提供されるようにな

りました。従来の生産者主導の時代

から、消費者ニーズが優先される時

代が到来しようとしています。

このような情勢の中で私たち消費

者は、毎日のくらしを真剣に見つめ、

より一層の「確かな選択」をするこ

とにより、 "真に豊かなゆとりのある

くらし"を自ら築き上げて行かなけ

xm嗣mm四m

我が国では、昭和43年に「消費者

保護基本法」が定められ、さらに平

成7年7月1日には「製造物責任法」

が施行されました。

本市では、消費者が主体的、合理

的な消費生活ができる

よう、くらしに役

立つ講座「消費者

セミナ-」

の開催や、

,pI

曽

地域への出前講座ならび

に消菅生活に関する情報

提供を行っています。ま

た、消費生活相談や消費

者団体の育成など、消費

者行政の推進に積極的に

取り組んでいます。

消費生活相談から

平成6年度に消費者セ

ンターに寄せられた消雪

生活相談は2,501件で、

10年前に比べ約2.5倍に

増えています。
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豊かな人間関係を保つ

「心のかようまちづくり」

男
女
止
ハ
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今、女性たちは、就労、学習、ボ

ランティア活動など様々な形で社会

に参画しています。それに伴い「女

だから、男だから」といったこれま

での枠にとらわれない生き方が求め

られています。

21世紀を目前にし、市では男女が

社会のあらゆる分野に参画し、平等

な7TI場で個性や能力を発揮しながら

支え合う『男女共同参画社会』の実

現をめざしています。このため、 「く

まもと女性プラン」を策定し、あら

ゆる分野での男女平等を推進すると

ともに、幅広い分野にわたる女性に

関する施策の総合的・計画的な調整

を行っています。

また、女性自身の意欲と能力を高

めるため、自主グループの登録制度

を設置し、女性グループの自主的な

■■■■T　--i

耶本棚合女性センター塞催-

とヒューマンカ

lJ

レツジ
iiiJ

活動や交流を支援する一方、女性の

地域リーダーの養成や人材活用にも

努めています。

さらに「くまもと女性フォーラム」

の開催や情報誌「はあもにい」の発

会演講調
鼻
息
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「くまもとヒューマンカレッジ」基調講演会

行、ビデオ作成などを通して、男女

平等や女性問題に関する啓発にt)力

を入れています。

熊本市総合女性センター

男性も女性も共にいきいきと暮ら

す、調和のある市民社会の実現を目

指して、男女の自立や社会参画のた

めの活動と交流の拠点として、また

市民文化振興の拠点施設として平成

2年4Hオープン以来98万人(平成

8年3月現在)を越える方々にご利

用いただいておりますO　センタ-で

は、女性を取り巻く社会問題を解決

するために、女性問題啓発事業・自

己開発事業・生き方支援事業・情報

収集提供事業・女性の健康づくり事

業等をとおし、あらゆるライフステ

ージにおける女性の生き方を応援し

ていますO　また、センターから生ま

れる文化と人を目指して、地域に根

ざしたいろいろな文化振興事業を展

開しています。

さらに、 -イビジョンの放映をは

じめ、情報資料室においてさまざま

な情報を提供し、地域文化の発信基

地としての役割を担っています。
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世界に開かれた交流拠点都市を目

指す本市は、中国・桂林市、アメリ

カ・サンアントニオ市、ドイツ・-

イデルベルク市と友好姉妹都市の盟

約を結び、経済、文化、スポーツ、

青少年交流等幅広い分野に亘り交流

を続けています。また、国際交流会

:-I '・I;-・∴　ll.i.lllli際蝣蝣.i'iti　∴一

業団とともに、市民レベルの交流推

進や情報提供等さまざまな事業を展

開しています。

このような中、平成7年8月には、

アジアとの交流を深めるため、アジ

ア諸国から有識者や学生を

在熊外国人の暮らしに役たつ生活-

ンドブックの作成や住居表示のロー

マ字併記等で同際化に対応したまち

づくりを進めています。

友好・姉妹都市締結年月日

桂林市(友好都市)

1979年(昭和54年) 10月1日

サンアントニオ市(姉妹都市)

1987年(昭和62年) 12月28日

-イデルベルク市(友好都市)

1992年(平成4年) 5月19R

中国・桂林市
地理的にも近くて密接

な関係にある中国、

中でも桂林市とは

昭和54年10月の友

好都市締結以来、

多方面にわたる

活発な交流が

続けられてい

mm

|--'&7年

m当afss

めました。

アメリカ・サンアントニオ市

昭和62年の姉妹都市締結以来、青

少年交流をはじめ、教育、スポーツ、

経済の分野に立って、活発な交流活

動を進めてきました。

このような中、平成7年にはトリ

ニティー大学生の釆熊、少年野球親

善訪問団の来熊、テキサス大学院研

修生の受け入れ、大学生・高校生の

留学生の相互派遣等、様々な人的交

流を行うほか、サンアントニオ市の

最先端医療技術を修得するため、医

師や看護婦を派遣しました。また、

熊本市友好代表団を派遣し、相互理

解にも努めましたo

今後も、一層両市の緋が深まって

いく中、多挿多様な交流事業を予定

しています。

ドイツ・ハイデルベルク市

平成4年5月、 30年近くに亘り育

まれてきた友情が実り、 「平和と環境

に対する共通の責任」を理念とする

友好都市の盟約を結びました。

以来、同市とは、特に医療・環境

・青少年交流の分野を中心に交流を

続け、平成7年度も活発な交流を行

いましたo　医療分野では、蝦の世界

的権威ムンク教授を迎えての記念講

演会や看護婦の受け入れ、医師・看

護婦・放射線技師の派遣、さらに環

境分野では、同市のヴェ-バー市長

を迎え、記念講演会を開催しました。

また、青少年交流の分野においては

少年サッカー親善訪問斑や青少年リ

ーダー訪問団の派遣、青少年交流訪

問団の受け入れなどを行いましたo

今後も引き続き、次代を担う青少

年の交流をはじめとし、医療・環境

等の分野で幅広い交流を進めますO

45
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国際交流会館

熊本市B]際交流会館は、本市の国

際交流の拠点として、平成6年9月

1口にオープンしました。

広々としたエントランスホール、

市民と在熊外国人のふれあいや情報

交換の場としての交流ラウンジ、研

修室、会議室、レストランなどのほ

か、 4ヵ凶語同時通訳機能を備えた

国際会議室及びホールがあり、国際

会議やその他各種の会議、講演会等

に利用されています。

また、この会館を中心に(財)熊本

市国際交流振興事業団では、市民を

対象とした国際理解講座や在熊外国

人のための日本文化体験講座の開催、

さらには相談窓口の設置、市民友好

の翼の派遣、ニュースレターの発行

など、多様な事業を行い、市民の国

際埋解、市民と在熊外国人のふれあ

い交流を図っております。

幸せの4つの条件
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